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杉並区会計年度任用職員（短時間） 

【事務補助・障害者採用】募集案内 
令和８年３月

杉 並 区 

 

 

杉並区では、障害がある方を対象とした会計年度任用職員の募集を行います。 

 
【１】 採用職種及び応募資格等 

（１） 採用区分等 

採 用 区 分 勤務態様 採用予定数 勤 務 場 所 

 

会計年度任用職員 
事務補助・  

障害者採用 

 

１日６時間・週５日 

 

若干名 
杉並区役所 

（本庁舎、出先事業所） 
※敷地内禁煙 

  ※数か月の研修期間後に各課へ配属される予定です。 

 

（２） 仕事内容 
     事務補助及び軽作業 

     （例） 

     ・窓口及び電話等の取り次ぎ 

     ・発送業務（印刷、封入、封緘、宛名シール貼り、ゴム印押印等） 

     ・パソコン入力（各種帳票入力、データ入力等） 

     ・資料作成（印刷、クリップやホチキス留め等） 

     ・書類整理（書類の仕分け、ファイリング等） 

     ・印刷、帳票チェック、メール仕分け、交換便業務、シュレッダー業務等 

      
（３） 任用期間 

令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで 

※条件付採用期間（試用期間）１か月 

※公募によらない再度の任用（更新）制度あり 

（公募によらない再度任用の可否は勤務実績等による能力実証を行います。） 

 
（４） 応募資格 

①  障害者手帳の交付を受けている方または児童相談所等により知的障害者であると判定され 

た方 

② 勤務態様を遵守し、任期中安定して勤務することができ、自身の障害特性について伝える

ことができる方 

③ 地方公務員法第 16 条（以下参照）の各号のいずれかに該当する方は、応募できません。
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【２】 申込方法 

必要事項を記入し、次により申し込んでください。 
 

申込方法 申 込 期 間 申込場所・送付先 

インター

ネット 

 

令和８年３月１５日（日）から 

４月１３日（月）午後５時まで（受信有効） 

下記のURL・二次元コードから申込 

 

 

 

【URL】https://logoform.jp/f/l827R 

郵 送 

または 

持 参 

令和８年３月１５日（日）から 

 ４月１３日（月）まで（必着） 

（持参の場合は土曜、日曜、祝日を除

く午前８時３０分から午後５時まで） 

〒１６６－８５７０ 

杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

杉並区役所 

総務部人事課人事係（東棟５階） 

※１ 郵送または持参で申し込む場合には、所定の申込書、自己紹介シートにご記入ください。 

※２ 郵送で申し込む場合には、封筒の表面に「会計年度任用職員（事務補助）採用選考申込書    

在中」と赤字で明記し、必ず簡易書留により郵送してください。（簡易書留によらないも 

のの事故については責任を負いません。） 

※３ 申込書は、返却いたしません。 

※４ 申込書は、今回の選考にのみ利用し、その他の目的には利用いたしません。 

※５ 収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び杉並区個人情報の保護に関する条例 

に基づき、適切に管理し、規定の保存年限経過後に廃棄します。 

※６ 必要書類は、杉並区ホームページからもダウンロードすることができます。 

ＵＲＬ：https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/jinji/saiyo/hijoukinboshuu/index.html 

 

【３】 選考 
 

 

 

 

選考方法 

 

日 時 

 

場 所 

 

 
１次選考 

 
書類選考 

・申込書の内容により選考を行います。 

・４月２１日（火）までに申込者全員へ合否結果を発送します。そ

の際、合格者には２次選考の日時等をお知らせします。 

 

 
２次選考 

 
面 接 

実 技 

・１次選考の合格者に対して、面接と実技（パソコン実技や軽作業等

）を行います。 

・実技：４月２７日（月）と４月２８日（火）の２日間 

・面接：５月１日（金） 

・場所：杉並区役所本庁舎等 

杉並区非常勤職員等の募集 検索 

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯

し、刑に処せられた者 

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするも

の以外）は応募できません。  

https://logoform.jp/f/l827R
https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/jinji/saiyo/hijoukinboshuu/index.html
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最終合格発表 ５月１５日（金）までに２次選考受験者全員へ合否結果を発送します。 

※1 ２次選考中、報酬及び交通費等は支給しません。また、損害保険には加入しません。 

 

【４】 報酬・手当 

時給 １，４８３円（令和７年１２月１日現在） 

※１ 通勤手当を支給します。（上限１か月５５，０００円まで） 

※２ 採用前に報酬改定等があった場合はそれによります。 

※３ 期末手当・勤勉手当を支給します。（支給条件：６か月以上の勤務がある。勤務時間が 

１週１５時間３０分未満かつ１週間の勤務日数が１週２日以下の場合は支給対象外です。） 

 
【５】 勤務条件・休暇等  

◇ 勤務日は原則として、月曜日から金曜日までの週５日勤務です。 

◇ 勤務時間は原則として、午前９時から午後４時までの１日６時間勤務です。 

◇ 休憩時間は、正午から午後１時までの１時間です。 

◇ 年次有給休暇は、年間１０日付与（６月１日採用・週５日勤務の場合）されます。 

（付与日数は、更新回数によって異なります。） 

◇ その他に、慶弔休暇、夏季休暇などの制度があります。 

 
【６】 社会保険・福利厚生 

◇ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）及び雇用保険に加入になります。 

なお、健康保険は東京都職員共済組合のものになります。 

◇ 年１回、一般的な健康診断が受けられます。 

◇ 労働災害補償又は公務災害補償の対象となります。 

◇ 杉並区職員互助会に加入することができます。（期末・勤勉手当の支給該当者のみ） 

 
【７】 服務・人事評価 

常勤職員と同様に、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、 

守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限が適用されるとともに、人事評価、分限処分、懲戒処分の対象 

となります。 

 
【８】 会計年度任用職員とは 

会計年度任用職員とは、令和２年度から新たに創設された地方公務員法第２２条の２第１項 

第１号に基づく一般職の非常勤職員です。 

 

【９】 問合せ

杉並区役所 総務部人事課人事係 

〒１６６－８５７０ 

東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１ 

ＴＥＬ ０３－５３０７－０７２１（直通） 

杉並区役所ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp 

http://www.city.suginami.tokyo.jp/

